
「庭にふんや尿をされて困る」「鳴き声がうるさい」「家の軒下で子猫が生まれている」など、
のら猫の増加により多くの問題が生じています。
これらを解決するための有効な方法の一つである「地域猫活動」について紹介します。

問い合わせ　環境課　増田るみ子　☎532609

ご存じですか？
のら猫問題でお悩みの皆さんへ

捕獲して 元いた場所
に戻す

不妊・去勢
手術を行い

不妊・去勢手術費用を助成します
市では、のら猫の不妊・去勢手術を実施した人に
対し、費用の一部を助成します。
▶メス猫＝上限１万円▶オス猫＝上限５千円
　＊市が実施する「猫の適正管理講習会」を受講
　　した人が対象で、事前申請が必要。
　＊術後に猫の耳にＶ字の切込みを入れること。
　＊飼い猫には適用されません。

猫は放っておくと、ねずみ算式
にどんどん増えます。年に２～
３回出産し、１回の出産で約５
匹の子猫を産む上、生後半年ご
ろから出産可能になります。
つまり、１匹のメス猫から、１
年間に50～70匹に増える可能
性があるのです。

地 域 猫 活 動

地域猫活動とは
のら猫問題が生じている地域の住民が主体となり、の
ら猫に不妊・去勢手術を施して元の地域に戻し、トイ
レの設置や清掃を行い、餌やりの時間などを管理しな
がら、地域全体で猫の一代限りの命を見守り、猫の生
息数を減らしていく活動です。
目的は、「猫に関するトラブルを少なくすること」「数
年かけてのら猫をなくすこと」です。
この活動は「ＴＮＲ活動」ともいわれ、全国で広まり
つつあります。

のら猫への餌やりは厳禁です「可愛い」「かわいそう」という気持ちだけで餌やりをしてはいけません。餌をあげる人の３大責任１．不妊去勢手術をする２．餌は片付けて掃除する　　（やりっぱなし禁止！）３．ふん尿のお世話をする

耳にV字の切込みが入った「地域猫」。
その耳の形から「さくら猫」とも呼ばれる。

この活動は
「猫が嫌いな人も、好きな人も、猫も、仲良く暮らせる社会」

の実現につながります。

▶現在、何らかの病気で治療をしている人は、その病気を診てもらっている医師に、この予防接種を
　受けてよいか確認しておいてください。
▶予防接種を希望する人は、原則として、住民票所在地の市町村で接種します。
　ただし、下表のようなやむを得ない事情による場合には、例外的に住民票所在地以外でワクチン接
　種を受けることができます。申請が必要な場合は、実際にお住まいの市町村に相談してください。
　市外の医療機関で接種する場合は、その医療機関に予約方法を問い合わせてください。

接種する際の注意点

接種までの流れ

４月以降、市から
接種クーポンを順次発送

「接種予約システムへの入力」または
「牧之原市新型コロナワクチン予約
相談センターへの電話」で予約

予約場所（医療機関
または集団接種会場）
でワクチン接種

牧之原市新型コロナワクチン予約相談センター
☎ 050-5210-8729  （平日 午前８時15分～午後５時）　＊多言語対応しています

５月以降、高齢者から順次、新型コロナウイルスワクチンの接種が始まります。
以下の注意点を確認して、いつでも受けられるよう準備をしておきましょう。

問い合わせ　健康推進課　☎㉓0024

▶ ▶

▶「牧之原市新型コロナワクチン予約相談センター」は３月15日から稼働しており、当面の間、ワクチン接
　種に関する相談を受け付けています。
　予約開始時期、予約システムへの入力方法などは、決まり次第お知らせします。

▶予約システムは、インターネットを利用して専用サイトにアクセスし、入力フォームに沿って
　予約するものです。市LINE公式アカウントからもサイトにアクセスできるようになります。
［URL］https://vaccines.sciseed.jp/makinohara

＊接種日までに確認しましょう。

やむを得ない事情により住民票所在地以外でワクチン接種が可能な例

申請が必要な人 申請が不要な人

▶遠隔地に下宿している学生
▶単身赴任者
▶出産のために里帰りしている妊産婦　　　など

▶入院・入所者
▶基礎疾患（＊）を持ち、主治医の下で接種する人
▶災害による被害にあった人　　　など

＊慢性の呼吸器の病気、慢性の心臓病（高血圧を含む）、慢性の腎臓病、慢性の肝臓病（肝硬変など）、インスリンや
　飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病　など

▶対 象 者　当面の間、16歳以上の市民
▶接種回数　１人２回（間隔：３週間）
▶接種料金　無料
▶接種方法　個別接種（協力医療機関）
　　　　　　集団接種（静波体育館、相良総合センターい～ら 他）

接種の対象や時期について

高齢者
新型コロナウイルスワクチン

高齢者から接種接種が始まります

◀送付予定の
　クーポン券

＊市役所・保健所では猫の保護・駆除・処分は行いません。
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